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三条市農業委員会総会議事録

日 時 平成２７年１２月２５日 午後３時

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画の承認について

議第 ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について

議第 ３号 事業計画変更申請について

議第 ４号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議第 ５号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

議第 ６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

議第 ７号 農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につい

て

議第 ８号 農地の競売（買受）適格者証明願いについて

報告事項 報第 １号 第３調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について

報第 ３号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解約通知について

報第 ４号 農地潰廃通報について

報第 ５号 作付変更届について

報第 ６号 農地法第３条の３第１項の届出について

報第 ７号 あっせん譲受等候補者名簿の登載について

出席委員 ３１名

１番 渡 邉 一 英 委員 ２番 村 山 佐喜雄 委員

３番 嘉 藤 太加雄 委員 ６番 野 﨑 文 夫 委員

７番 五十嵐 秀 一 委員 ８番 蒲 澤 正 委員

９番 大 桃 伸 之 委員 １０番 眞 野 薫 委員

１１番 坂 井 良 雄 委員 １２番 大 竹 正 信 委員

１３番 原 正 利 委員 １４番 羽 生 俊 昭 委員

１５番 刈 屋 一 夫 委員 １６番 佐 藤 満 委員

１７番 捧 譽 委員 １８番 内 山 清 委員

１９番 佐 藤 裕 雄 委員 ２０番 村 井 善一郎 委員

２１番 阿 部 新一郎 委員 ２３番 田 邉 稔 委員
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２４番 阿 部 銀次郎 委員 ２５番 清 野 秀 作 委員

２６番 星 野 英 治 委員 ２７番 内 山 敏 雄 委員

２８番 渡 邊 勝 夫 委員 ２９番 熊 倉 睦 委員

３０番 原 田 勝 委員 ３１番 小 林 茂 宏 委員

３２番 坂 井 浩 行 委員 ３３番 横 山 一 雄 委員

３４番 廣 川 哲 也 委員

欠席委員 ３名

４番 藤 田 吉 則 委員 ５番 桒 原 一 郎 委員

２２番 阿 部 眞佐雄 委員

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 堀 雅 志

経営基盤係副参事 渡 辺 正 美

経営基盤係主任 堀 江 定 昭

経営基盤係主任 高 野 久美子

午後３時００分 開会及び開議

議長（野﨑会長）

定刻になりましたので、１２月の定例総会を開会いたしたいと思います。

（挨拶 略）

これより会議に入ります。

最初に、出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員３４名、出席３１名、

欠席３名で会議は成立いたします。

なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。１０

番、眞野薫委員、２６番、星野英治委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、議第１号の審議に当たり、農業委員会等に関する法律第２４条１項の規定

に基づき、議事参与の制限により、議長を２番、村山佐喜雄会長代理に交代いたします。

（会長 野﨑文夫委員退席、会長代理 村山佐喜雄委員議長席に着く）

議長（村山会長代理）

では、よろしくお願いします。

それでは、早速議事に入ります。

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』を議題といたします。

なお、６番、野﨑文夫委員、９番、大桃伸之委員、２４番、阿部銀次郎委員、２７番、

内山敏雄委員、２９番、熊倉睦委員、３０番、原田勝委員、３２番、坂井浩行委員、以

上の委員は農業委員会等に関する法律第２４条１項の規定に基づき、議事参与の制限に

より、本議案終了まで退席をお願いします。
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（午後３時０５分 ６番野﨑文夫委員、９番大桃伸之委員、２４番阿部銀次郎委員、

２７番内山敏雄委員、２９番熊倉 睦委員、３０番原田 勝委員、

３２番坂井浩行委員退席）

議長（村山会長代理）

それでは、事務局、説明お願いします。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第１号の説明を申し上げます。

まず、議第１号の説明の前に、大変恐縮でございますが、議案訂正のお願いと併せて

お詫びを申し上げます。

お手元に配付をさせていただきましたが、議第１号正誤表をごらんいただきたいと思

います。議案でいいますと５０ページになりますが、５０ページの３１９番でございま

す。３１９番におきまして、契約の種類が皆様にお配りした議案では「賃借権設定」と

記載してございますが、正しくは「使用貸借権設定」でございました。訂正をお願いい

たします。大変申しわけありませんでした。

それでは、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』ご説明をいたします。

最初に、所有権移転に係る案件につきましてご説明申し上げます。議案の１ページを

お願いいたします。今月の申請は４件で、合計面積１万６，０５３㎡であります。

なお、いずれも先ほど開催されました農地銀行委員会であっせん委員より報告をいた

だいた案件であります。

１８８番からご説明申し上げます。１８８番は、大沢地内の農地６筆、１万１０１㎡

をあっせんによる売買により取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり約〇万

〇，〇〇〇円であります。

１８９番は、桑切地内の農地３筆、１，５１６㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は１０ａ当たり〇〇万円であります。

１９０番は、尾崎地内の農地２筆、２，０８５㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は１０ａ当たり〇〇万円であります。

続きまして、１９１番は塚野目地内の農地４筆、２，３５１㎡をあっせんによる売買

により取得したいものであります。価格は１０ａ当たり約〇〇万〇，〇〇〇であります。

続きまして、利用権設定に係る案件につきましてご説明申し上げます。大分飛びます

が、１５３ページをお開きいただきたいと思います。１５３ページでございます。今月

の申請は、新規設定１２９件、面積９７万１，００９．７９㎡、再設定２９７件、面積

２５７万１１８．３９㎡、合計では４２６件、面積３５４万１，１２８．１８㎡であり

ます。

それでは、戻りまして、２ページの１９２番から順にご説明をいたします。

なお、利用権を設定する者、受ける者、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料に

つきましては記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。

１９２番から、１８ページになりますが、１８ページの２４５番までの５４件につき

ましては、相対でそれぞれ新規に利用権設定するものであります。
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１９２番から順にご説明申し上げます。

１９２番は、興野２丁目地内外の農地計２筆、１，７１０㎡、１９３番は大宮新田地

内の農地７筆、５，９５４．８５㎡、１９４番は塚野目１丁目地内外の農地計１６筆、

１万９，１８８㎡、１９５番は西潟地内の農地２筆、４，０３２㎡、１９６番は井栗地

内の農地２筆、２，００２㎡、１９７番は井栗地内外の農地計３筆、５，０４７㎡、１

９８番は北野新田地内の農地２筆、１，１７１㎡、１９９番は同じく北野新田地内の農

地２筆、１，５８９㎡、続きまして２００番は篭場地内外の農地計１１筆、１万１６０

㎡、２０１番は月岡地内外の農地計５筆、２，４３１㎡、２０２番は月岡４丁目地内の

農地１筆、６２８㎡、２０３番は月岡２丁目地内の農地１２筆、５，５４４㎡、２０４

番は福島新田地内の農地１筆、１，００４㎡、２０５番は森町地内の農地１筆、１，９

６７㎡、２０６番は同じく森町地内の農地３筆、５，９３０㎡、２０７番は棚鱗地内の

農地２筆、１，９００㎡、２０８番は荒沢地内の農地４筆、６，８２１㎡、２０９番は

南中地内の農地３筆、７，０８７㎡、２１０番は吉野屋地内の農地４筆、２，６１９㎡、

２１１番は鶴田地内の農地６筆、７，９６６㎡、２１２番は井栗地内の農地１筆、１，

９７６㎡、２１３番は柳沢地内の農地１筆、１，６７６㎡、２１４番は三柳地内の農地

８筆、７，６０５㎡、２１５番は吉田地内の農地３筆、５，９８２㎡、２１６番は鬼木

地内の農地１筆、３，６３７㎡、２１７番は笹岡地内の農地１筆、１，３５８㎡、２１

８番は同じく笹岡地内の農地１筆、２，４３３㎡、２１９番は駒込地内の農地１筆、２，

２２８㎡、２２０番は荒沢地内の農地１筆、１４４㎡、続きまして２２１番は曲渕３丁

目地内の農地３筆、３，００６㎡、２２２番は大宮新田地内の農地２筆、３，６６１㎡、

２２３番は同じく大宮新田地内の農地１筆、２，００３㎡、２２４番は塚野目６丁目地

内の農地１筆、４９５㎡、２２５番は塚野目地内外の農地計１２筆、１万８，８０１㎡、

２２６番でございます。２２６番は塚野目地内の農地３筆、５，３３７㎡、２２７番は

柳川新田地内の農地２筆、１，９４０㎡、２２８番は鶴田地内外の農地計９筆、８，４

３６㎡、２２９番は牛ケ島地内外の農地計１３筆、９，９７６㎡、２３０番は新保地内

の農地１筆、１，００５㎡、２３１番は諏訪１丁目地内の農地１６筆、５，５９２．５

７㎡、２３２番は諏訪３丁目地内の農地１５筆、５，１０２㎡、２３３番は尾崎地内の

農地３筆、４，１００㎡、２３４番は同じく尾崎地内の農地２筆、１，６３９㎡、２３

５番は川通中町地内の農地１筆、１，５１９㎡、２３６番は尾崎地内外の農地計５筆、

２万４，１３９㎡、２３７番は川通西町地内の農地１筆、６，４４６㎡、２３８番は川

通中町地内の農地１筆、１万４，３００㎡、２３９番は東光寺地内の農地３筆、１万２

３７㎡、２４０番は吉野屋地内外の農地計５筆、８，７９０㎡、２４１番は吉野屋地内

の農地３筆、６，０５２㎡、続きまして２４２番は駒込地内の農地３筆、５，５０２㎡、

２４３番は南中地内外の農地計３筆、７，０３３㎡、２４４番は南中地内の農地１筆、

２，０２９㎡、２４５番は牛ケ首地内の農地１筆、５８９㎡、以上５４件につきまして

は相対で新規にそれぞれ利用権設定をするものであります。

次の２４６番につきましては、農地利用集積円滑化団体であるにいがた南蒲農業協同

組合を通して下保内地内の農地１筆、５５７㎡について新規に利用権設定をするもので
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あります。

次の２４７番から５１ページになります。５１ページの３２０番までの７４件、合計

面積では６９万９４２．３７㎡になりますが、これにつきましては昨年４月１日にスタ

ートいたしました農地中間管理事業に伴い、公益社団法人新潟県農林公社が新規に１０

年間利用権設定をするものであります。

それでは、２４７番から順に説明を申し上げます。

２４７番は、須戸新田地内外の農地計１７筆、８，６７３㎡、２４８番は塚野目地内

外の農地計１１筆、１万４，００９㎡、２４９番は井栗地内外の農地計８筆、９，１７

９㎡、２５０番は大島地内の農地５筆、４，３４８㎡、２５１番は井栗地内外の農地計

９筆、１万３５１㎡、２５２番は大宮新田地内の農地１１筆、１万６，２７３㎡、２５

３番は西潟地内外の農地計７筆、８，５３５㎡、２５４番は金子新田地内の農地３筆、

３，３２６㎡、２５５番は鶴田地内の農地１筆、９９１㎡、２５６番は上野原地内の農

地１１筆、１万６，６１５㎡、２５７番は下保内地内の農地５筆、９，２１６．６４㎡、

２５８番は東大崎地内外の農地計３１筆、１万３，３１７．５７㎡、２５９番は西中地

内の農地３筆、６，７７３㎡、２６０番は大島地内の農地７筆、７，１９７㎡、続きま

して２６１番は北入蔵２丁目地内の農地４筆、６，０５２㎡、２６２番は柳川新田地内

の農地２筆、４，０４６㎡、２６３番は鶴田１丁目地内の農地６筆、６，０９３㎡、２

６４番は柳川新田地内の農地２筆、１，６６６㎡、２６５番は下保内地内外の農地計１

８筆、１万８，３１３．３０㎡、２６６番は月岡３丁目地内外の農地計１０筆、４，７

８０㎡、２６７番は井栗地内外の農地計８筆、８，１２８㎡、２６８番は荻島地内の農

地５筆、１，５０５㎡、２６９番は東大崎地内外の農地計４筆、６，２３３㎡、２７０

番は上保内地内の農地１１筆、４，０６８．２１㎡、２７１番は東大崎１丁目地内外の

農地計９筆、５，５９２㎡、２７２番は井栗地内外の農地計１０筆、６，８９０㎡、２

７３番は代官島地内外の農地計７筆、４，６４５㎡、２７４番は大宮新田地内の農地５

筆、４，９８９㎡、２７５番は九之曽根地内の農地１筆、３，８６１㎡、２７６番は代

官島地内の農地２１筆、１万７，２６４㎡、２７７番は鶴田１丁目地内の農地１０筆、

５，４２５㎡、２７８番は東鱈田地内外の農地計５筆、４，５１９．４６㎡、２７９番

は西本成寺内の農地２筆、１，９９６㎡、２８０番は名下地内の農地１筆、１，４９２

㎡、この農地につきましては、新潟県農林公社から借り受ける、いわゆる受け手でござ

いますが、受け手が土地改良賦課金を支払うことになっており、使用貸借権の設定とな

っております。

続きまして、２８１番でございます。２８１番は栗林地内の農地１６筆、１万４，８

０６㎡、２８２番は袋地内の農地２筆、２，３５９㎡、２８３番は栗林地内の農地１２

筆、１万１，４２７㎡、２８４番は西潟地内外の農地計７筆、７，０６２㎡、２８５番

は土場地内の農地３２筆、１万４，５７３㎡、２８６番は帯織地内外の農地計７筆、２

万２６７㎡、２８７番は茅原地内外の農地計１０筆、１万９，２０１㎡、２８８番は帯

織南地内の農地２筆、１万３，０４６㎡、２８９番は山王西地内の農地３筆、２万９３

７㎡、２９０番は若宮新田地内外の農地計７筆、３，５３４㎡、２９１番は若宮新田地
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内の農地９筆、２万６，１１５㎡、２９２番は飯田地内の農地４筆、７，２１３㎡。

次の２９３番から２９５番の農地につきましては、新潟県農林公社から借り受けるい

わゆる受け手が土地改良賦課金を支払うことになっておりまして、使用貸借権の設定と

なっております。

２９３番は、名下地内の農地５筆、１万１，５９７㎡、２９４番は長野地内外の農地

計７筆、１万２，３３８㎡、２９５番は名下地内の農地８筆、１万３，２９３㎡、２９

６番は新屋地内外の農地計１６筆、８，７６５．５８㎡、２９７番は落合地内の農地２

２筆、６，７８７㎡。

次の２９８番から５１ページの３２０番までの農地の所在につきましては、全て名下

地内でございます。また、２９８番から３１５番までの農地につきましては、先ほど同

様に新潟県農林公社から借り受ける、いわゆる受け手が土地改良賦課金を支払うことに

なっており、使用貸借権の設定となっております。

それでは、２９８番からご説明を申し上げます。

２９８番は農地５筆、１万２，３７７㎡、２９９番は農地６筆、１万５４９㎡、３０

０番は農地３筆、９，６２９㎡、３０１番は農地８筆、１万２，２４１㎡、３０２番は

農地１筆、２，３８２㎡、３０３番は農地５筆、１万５，１７８㎡、続きまして３０４

番は農地５筆、１万３，０１７㎡、３０５番は農地６筆、４，９２１㎡、３０６番は農

地５筆、１万３，９９５㎡、３０７番は農地９筆、１万３，１８０㎡、３０８番は農地

５筆、９，９４９㎡、３０９番は農地５筆、１万２，６９９㎡、３１０番は農地８筆、

１万９３１㎡、３１１番は農地４筆、６，０６８㎡、３１２番は農地１筆、４，０７８

㎡、３１３番は農地２筆、６，０５７㎡、３１４番は農地４筆、１万２，４１３㎡、３

１５番は農地８筆、１万１，９１８㎡、３１６番は農地１２筆、１万１，０６６㎡。

次の３１７番から３２０番までの農地につきましても新潟県農林公社から借り受け、

いわゆる受け手が土地改良賦課金を支払うことになっており、同じように使用貸借権の

設定となっております。

３１７番は農地８筆、６，６４２㎡、３１８番は農地５筆、１万２，４９５㎡、３１

９番は農地３筆、８，６５２㎡、３２０番は農地１３筆、１万８２２．６１㎡、以上７

４件は新潟県農林公社が新規に１０年間、利用権設定をするものであります。

次の３２１番から１５３ページになりますが、１５３ページの６１７番までの２９７

件につきましては、再設定でありますので、説明を省略させていただきます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（村山会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結

果を報告お願いします。

第３調査部会長代理は、私の隣に着席お願いします。

１８番、内山清委員。
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第３調査部会長代理（１８番内山 清委員）

皆さんご存じのように、藤田部会長、身内の不幸がありまして、きょうは欠席になり

ます。かわりに私のほうで報告いたしたいと思います。不慣れでございますが、よろし

くお願いいたします。

それでは、第３調査部会の調査結果についてご報告いたします。

第３調査部会では、１２月２１日午後１時３０分から厚生福祉会館第２集会室におき

まして、部会員と野﨑会長、村山会長代理出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午後４時２

０分に閉会いたしました。

それでは、ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画の承認

について』は、所有権移転４件、新規設定１２９件、再設定２９７件、合計件数４３０

件、面積３５５万７，１８１．１８㎡で、書類審査及び事務局からの詳細説明を受け、

新潟県農林公社が利用権設定をする案件以外の３５６件につきましては、いずれも農地

の効率的利用、農作業に常時従事すると認められることなど、農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の各要件を満たしており、また新潟県農林公社が利用権設定をする７４

件につきましてもいずれも農地中間管理事業を推進し、農用地の利用の効率化及び高度

化の促進を図ることから、全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（村山会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言をお願いします。なお、委員の

質問等の発言については挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから発言をお願いし

ます。

しばらくしてご発言がないようですので、お諮りいたします。議第１号につきまして

は、ただいま調査部会長代理の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（村山会長代理）

それでは、異議ないものと認めます。

退席委員の着席をお願いします。

（午後３時４０分 ６番野﨑文夫委員、９番大桃伸之委員、２４番阿部銀次郎委員、

２７番内山敏雄委員、２９番熊倉 睦委員、３０番原田 勝委員、

３２番坂井浩行委員着席）

議長（村山会長代理）

退席された委員に報告します。

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』は、調査部会長代理の調査結果報告

のとおり承認することに決しました。

それでは、議長を交代いたします。ありがとうございました。
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（会長代理 村山佐喜雄委員退席、会長 野﨑文夫委員議長席に着く）

議長（野﨑会長）

続きまして、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』を議題と

いたします。

なお、１番、渡邉一英委員、７番、五十嵐秀一委員、９番、大桃伸之委員、１０番、

眞野薫委員、１４番、羽生俊昭委員、１７番、捧譽委員、２４番、阿部銀次郎委員、２

５番、清野秀作委員、３２番、坂井浩行委員、３４番、廣川哲也委員、以上の委員は、

農業委員会等に関する法律第２４条１項の規定に基づき、議事参与の制限により、本議

案終了まで退席をお願いいたします。

（午後３時４１分 １番渡邉一英委員、７番五十嵐秀一委員、９番大桃伸之委員、

１０番眞野 薫委員、１４番羽生俊昭委員、１７番捧 譽委員、

２４番阿部銀次郎委員、２５番清野秀作委員、３２番坂井浩行委員、

３４番廣川哲也委員退席）

議長（野﨑会長）

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』ご説明いた

します。

議案の１５４ページをお願いいたします。１５４ページでございますが、三条市長か

らの諮問書の写しでございます。

右隣の１５５ページにつきましては、議第２号の参考としまして、農地中間管理事業

の推進に関する法律第１９条を添付させていただいております。

本議案は、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』でご審議をいただきまし

た公益社団法人新潟県農林公社が農地中間管理事業により、新規に１０年間利用権設定

をする農用地、６９万９４２．３７㎡の利用配分計画（案）でございます。

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第２項の規定に基づき、三条市が作成

する農用地利用配分計画（案）について、同法第１９条第３項の規定により、当農業委

員会の意見を求められているものでございます。

なお、議第２号の参考としまして、新潟県農林公社のホームページで公開されており

ます１１月３０日現在の借り受け希望者リストを議案と一緒に送付させていただいてい

るところでございますが、例えば議案１５６ページ、ちょっとお開きいただきたいんで

すが、１５６ページの２番の借り受け人の外２１名の方には、１１月３０日現在の借り

受け希望者リストには登載されておりませんが、１１月３０日から１２月１１日までの

臨時募集に応募されており、配分計画の県公告予定日の平成２８年２月２６日までに登

載される予定となっております。

それでは、配分計画（案）をご説明いたします。１５６ページをお願いいたします。

一番左側の番号欄の括弧内に記載しております番号は、ご審議をいただきました議第１
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号『農用地利用集積計画の承認について』に対応する番号でございます。

１番は、議第１号の２４７番におきまして、新潟県農林公社が利用権を設定する須戸

新田地内外の農地計１７筆、８，６７３㎡を記載の借受人に新規に１０年間貸し付けを

したいとするものでございます。

２番は、２４８番、塚野目地内外の農地１１筆、１万４，００９㎡、３番は２４９番、

井栗地内外の農地計８筆、９，１７９㎡、４番は２５０番、大島地内の農地５筆、４，

３４８㎡、５番は２５１番、井栗地内外の農地計８筆、８，３２８㎡、６番は２５１番、

井栗１丁目地内の農地１筆、２，０２３㎡、７番は２５２番、２６１番及び２６３番、

大宮新田地内外の農地計２１筆、２万８，４１８㎡、８番は２５３番、西潟地内外の農

地計７筆、８，５３５㎡、９番は２５４番、金子新田地内の農地３筆、３，３２６㎡、

１０番でございます。１０番は２５５番、鶴田地内の農地１筆、９９１㎡、１１番は２

５６番、上野原地内の農地１１筆、１万６，６１５㎡、１２番は２５７番、下保内地内

の農地５筆、９，２１６．６７㎡、１３番は２５８番及び２７１番、東大崎２丁目地内

外の農地計３４筆、１万２，８４１．５７㎡、１４番は２５８番、牛ケ島地内の農地６

筆、６，０６８㎡、１５番は２５９番及び２７８番、西中地内外の農地計５筆、９，２

７１㎡、１６番は２６０番、大島地内の農地７筆、７，１９７㎡、１７番は２６２番及

び２６４番、柳川新田地内の農地４筆、５，７１２㎡、１８番は２６５番、上保内地内

外の農地計１４筆、９，１９０．３０㎡、１９番は２６５番及び２７０番、下保内地内

外の農地計１３筆、１万６８．２１㎡、２０番は２６５番、下保内地内の農地２筆、３，

１２３㎡、２１番は２６６番、月岡地内外の農地計１０筆、４，７８０㎡、２２番は２

６７番、井栗地内外の農地計８筆、８，１２８㎡、２３番は２６８番、荻島地内の農地

５筆、１，５０５㎡、２４番は２６９番、東大崎地内外の農地計４筆、６，２３３㎡、

２５番は２７２番及び２８４番、井栗地内外の農地計９筆、７，４２４㎡、２６番は２

７２番、井栗地内外の農地計８筆、６，５２８㎡、２７番は２７３番、荻島地内外の農

地計７筆、４，６４５㎡、２８番は２７４番、大宮新田地内の農地５筆、４，９８９㎡、

２９番は２７５番、九之曽根地内の農地１筆、３，８６１㎡、３０番は２７６番、代官

島地内の農地１５筆、１万３，２４５㎡、３１番は２７６番、代官島地内の農地６筆、

４，０１９㎡、３２番は２７７番、鶴田１丁目地内の農地１０筆、５，４２５㎡、３３

番は２７８番及び２７９番、西本成寺地内の農地３筆、３，０２０㎡、３４番は２７８

番、東鱈田地内の農地２筆、９９７．４６㎡、３５番は２８１番及び２８３番、栗林地

内の農地２８筆、２万６，２３３㎡、３６番は２８２番、袋地内の農地２筆、２，３５

９㎡、３７番は２８５番、土場地内の農地３２筆、１万４，５７３㎡、３８番は２８６

番、帯織地内外の農地計７筆、２万２６７㎡、３９番は２８７番、茅原地内外の農地計

１０筆、１万９，２０１㎡、４０番は２８８番、帯織南地内の農地２筆、１万３，０４

６㎡、４１番は２８９番、山王西地内の農地３筆、２万９３７㎡、４２番は２９０番、

九之曽根地内外の農地計７筆、３，５３４㎡、４３番は２９１番、若宮新田地内の農地

５筆、１万４，１１８㎡、４４番は２９１番、若宮新田地内の農地４筆、１万１，９９

７㎡、４５番は２９２番、飯田地内の農地４筆、７，２１３㎡、４６番は２９３番から
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２９５番、それから２９８番から３１５番、３１７番から３２０番及び２８０番、名下

地内外の農地計１４０筆、２５万８，９１３．６１㎡、４７番は２９６番及び２９７番、

新屋地内外の農地計１８筆、１万５，５５２．５８㎡、４８番は３１６番、名下地内の

農地１２筆、１万１，０６６㎡、以上４８件につきましては、それぞれ記載の借受人に

新規に１０年間貸し付けをしたいとするものでございます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告願います。

１８番、内山清委員。

第３調査部会長代理（１８番内山 清委員）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、合計件

数４８件、面積６９万９４２．３７㎡で、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図

る観点から、全件異議ないものと認めるという意見であります。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

２８番。

２８番（渡邊勝夫委員）

利用権のうち４６番以降が賃借料がゼロとなっておりますが、ほかのところはみんな

おのおの単価がそれぞれのっておりますが、ゼロというのは何か意味があるんでしょう

か。

第３調査部会長代理（１８番内山 清委員）

その件については、調査部会でも話がありましたが、名下の法人が土地改良費を持つ

と、そういうことでゼロということになっているそうです。

議長（野﨑会長）

ほかにございませんでしょうか。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第２号につきましては、ただい

ま調査部会長代理の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、農用地

の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないものと認めることで答申をい

たします。ありがとうございました。

退席者、着席願います。
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（午後３時５４分 １番渡邉一英委員、７番五十嵐秀一委員、９番大桃伸之委員、

１０番眞野 薫委員、１４番羽生俊昭委員、１７番捧 譽委員、

２４番阿部銀次郎委員、２５番清野秀作委員、３２番坂井浩行委員、

３４番廣川哲也委員着席）

議長（野﨑会長）

退席された委員に報告します。

議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、調査部会長代理の

調査結果報告のとおり、農用地の利用効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ない

ものと認めることで答申することに決しました。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第３号『事業計画変更申請について』を議題といたします。

なお、２４番、阿部銀次郎委員は、農業委員会等に関する法律第２４条１項の規定に

基づき、議事参与の制限により、本議案終了まで退席をお願いいたします。

（午後４時０１分 ２４番阿部銀次郎委員退席）

議長（野﨑会長）

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第３号『事業計画変更申請について』ご説明をいたします。

議案の１７６ページをお開きいただきたいと思います。１７６ページ、下段のほうで

ございます。今月の申請は５件で、合計面積１，８７３㎡であります。

それでは、１７５ページにお戻りをお願いいたします。２０番から順にご説明申し上

げます。

２０番は、上保内地内の農地２筆、８９０㎡を売買により取得し、田として利用した

いものです。この農地は、昭和４８年４月に住宅敷地として５条許可を受けた農地であ

りますが、計画が実行されないまま経過したものであります。土地の売買価格は、１０

ａ当たり〇〇〇万円であります。場所につきましては、ＪＲ保内駅南側３００ｍ付近で

あります。なお、本申請につきましては議第４号の４７番で農地法第３条の許可申請が

なされております。

続きまして、２１番は、同じく上保内地内の農地１筆、３２７㎡を売買により取得し、

畑として利用したいものです。この農地は、昭和６１年７月に住宅敷地として５条許可

を受けた農地でありますが、先ほどの案件と同様に計画が実行されないまま経過したも

のであります。土地の売買価格は、１０ａ当たり〇〇〇万円であります。場所につきま

しては、ＪＲ保内駅南側３００ｍ付近であります。なお、本申請につきましても議第４

号の４８番で農地法第３条の許可申請がなされております。

続きまして、２２番は南四日町２丁目地内の農地１筆、１７８㎡を売買により取得し、

住宅１棟の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万〇，

〇〇〇円でございます。場所につきましては、嵐南保育所北側１００ｍ付近で、都市計



- 12 -

画用途地域の第１種住居地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判断されま

す。なお、本申請につきましては、議第６号の７３番で農地法第５条の許可申請がなさ

れております。

２３番は、桜木町地内の農地２筆、２３８㎡を北側隣接地の居住者が売買により取得

し、庭及び駐車場の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約

〇万〇，〇〇〇円でございます。場所につきましては、県立新潟県央工業高校南西３０

０ｍ付近で、都市計画用途地域の第２種中高層住居専用地域内にあることから、農用地

区分か第３種農地と判断されます。なお、本申請につきましても議第６号の７４番で農

地法第５条の許可申請がなされております。

２４番は、西潟地内の農地２筆、２４０㎡を売買により取得し、住宅１棟及び駐車場

の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万〇，〇〇〇で

ございます。場所につきましては、井栗小学校南東２００ｍ付近で、住宅や業務施設等

が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましても議第６号の７５番で農地法第５条の許可申請がなされてお

ります。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長代理の調査結果を報告を願います。

１８番、内山清委員。

第３調査部会長代理（１８番内山 清委員）

議第３号『事業計画変更申請について』は、合計件数５件、面積１，８７３㎡で、書

類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、農地として利用する２件については異議

ないものであります。また、そのほかの３件については、立地基準及び一般基準を満た

しており、全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長代理の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

退席委員の着席を願います。

（午後４時０５分 ２４番阿部銀次郎委員着席）



- 13 -

議長（野﨑会長）

退席された委員に報告します。

議第３号『事業計画変更申請について』は、調査部会長代理の調査結果報告のとおり、

異議ないものと認めることに決しました。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第４号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』を議題

といたします。

なお、２４番、阿部銀次郎委員は、農業委員会等に関する法律第２４条１項の規定に

基づき、議事参与の制限により、本議案終了まで退席願います。

（午後４時０２分 ２４番阿部銀次郎委員退席）

議長（野﨑会長）

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第４号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明を

いたします。

議案の１７９ページをお開きお願いいたします。１７９ページ、最下段でございます。

今月の申請は１３件で、合計面積２万２，０１９．６１㎡であります。

１７７ページにお戻りをお願いいたします。４５番から順にご説明申し上げます。

４５番は、曲渕３丁目地内の農地１筆、９９５㎡を譲り受け人が経営規模拡大のため、

売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇，〇〇〇万円であります。

４６番は、柳場新田地内の農地４筆、１，９８６㎡を譲り受け人が経営規模拡大のた

め、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇〇万円でありま

す。

４７番及び４８番は、先ほど議第３号『事業計画変更申請について』の２０番及び２

１番でご審議をいただいた案件でございます。

４７番は、上保内地内の農地２筆、８９０㎡を譲り受け人が経営規模拡大のため、売

買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇万円であります。

４８番は、同じく上保内地内の農地１筆、３２７㎡を譲り受け人が経営規模拡大のた

め、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇万円であります。

続きまして、４９番は諏訪２丁目地内の農地１筆、５９１㎡を譲り受け人が経営規模

拡大のため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇万円で

あります。

５０番は、東光寺地内の農地１筆、１４９㎡を譲り受け人の要望により、売買により

取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇万円であります。

５１番は、小滝地内の農地１筆、１８１㎡を譲り受け人が経営規模拡大のため、売買

により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約〇万円であります。

５２番は、荒沢地内の農地１筆、１９５㎡を譲り受け人が経営規模拡大のため、売買
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により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇万円であります。

続きまして、５３番は飯田地内の農地１筆、２，９４０㎡を譲り受け人が経営規模拡

大のため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇万円であり

ます。

５４番は、西本成寺２丁目地内の農地２筆、１０６㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要

望により、贈与により取得するものであります。

５５番は、西本成寺地内の農地２筆、７８㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望により、

贈与により取得するものであります。

５６番は、金子新田地内の農地２筆、２，６４０㎡を同一世帯内後継者等が譲り渡し

人の要望により、贈与で取得するものであります。

５７番は、名下地内の農地１４筆、１万９４１．６１㎡を譲り渡し人が経営の若返り

で設定した使用貸借契約期間が満了するため、再設定をするものであります。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に、調査部会長代理の調査結果を報告をお願いし

ます。

１８番、内山清委員。

第３調査部会長代理（１８番内山 清委員）

議第４号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、売買によるもの

９件、贈与によるもの３件、使用貸借によるもの１件、合計１３件、面積２万２，０１

９．６１㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、いずれも譲り受け人の

経営面積や機械、労働力、技術、下限面積などの許可要件を全て満たしており、全件許

可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長代理の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

退席委員の着席を願います。

（午後４時０６分 ２４番阿部銀次郎委員着席）

議長（野﨑会長）
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退席された委員に報告します。

議第４号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、調査部会長代理

の調査結果報告のとおり、許可することに決しました。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明いたします。

１８０ページをお願いをいたします。今月の申請は２件で、合計１，２２８㎡であり

ます。

１７番につきましては、本年７月の総会におきまして、農振農用地からの除外につい

てやむを得ないものとして認めた案件でございます。笹巻地内の農地４筆、７１８㎡を

既存宅地４３６．３６㎡と一体利用し、農家住宅１棟、農作業所１棟及び農機具格納庫、

物置１棟などの用地として利用したいものです。場所につきましては、笹岡小学校南西

１．５ｋｍ付近で、住宅が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３

種農地と判断されます。

１８番は、蝶名林地内の農地１筆、５１０㎡を住宅１棟の用地として利用したいもの

です。場所につきましては、とたにコミュニティセンターひめさゆり東側９００ｍ付近

で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断

されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長代理の調査結果を報告を願います。

１８番、内山清委員。

第３調査部会長代理（１８番内山 清委員）

それでは、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』は、合計件数２件、面積１，２２８㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明

を受け、立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。
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ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい

ま調査部会長代理の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

では、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』

ご説明いたします。

議案の１８４ページをお願いいたします。今月の申請は１４件で、合計面積１万２，

６２７㎡であります。

１８１ページにお戻りお願いいたします。１８１ページでございます。

７３番、７４番及び７５番につきましては、先ほどご審議いただきました議第３号『事

業計画変更申請について』の２２番、２３番及び２４番でそれぞれご説明させていただ

いた内容と同じでございますので、説明は省略をさせていただきます。

７６番から順にご説明を申し上げます。７６番は、栗林地内の農地１筆、２８７㎡を

売買により取得し、住宅１棟の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１

㎡当たり約〇万〇，〇〇〇円であります。場所につきましては、上林小学校西側２００

ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地

と判断されます。

７７番は、東大崎１丁目地内の農地１筆、２，０４２㎡を売買により取得し、建て売

り住宅１１棟の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇，

〇〇〇円であります。場所につきましては、大崎小学校南側１００ｍ付近で、５００ｍ

以内に２つの教育施設があり、かつ申請地北側市道に水道、ガス管が埋設されているこ

とから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

７８番は、上保内地内の農地３筆、２８２㎡を売買により取得し、住宅１棟の用地と

して利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万〇，〇〇〇円でありま

す。場所につきましては、ＪＲ保内駅南西３００ｍ付近で、住宅、業務施設等が連たん

する区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

７９番は、上保内地内の農地２筆、１，３６１㎡を売買により取得し、建て売り住宅

６棟の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇，〇〇〇円

であります。場所につきましては、ＪＲ保内駅北側４００ｍ付近で、住宅、業務施設等
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が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

続きまして、８０番は、栗林地内の農地３筆、３２９㎡を使用貸借権の設定により、

住宅１棟及びカーポート１棟の用地として利用したいものです。場所につきましては、

上林小学校北東７００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農

用地区分は第３種農地と判断されます。

８１番は、林町２丁目地内の農地１筆、１，００４㎡を売買により取得し、宅地分譲

地５区画及び道路の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約

〇万〇，〇〇〇円であります。場所につきましては、第二中学校北西２００ｍ付近で、

都市計画用途地域の第１種住居地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判断

されます。

８２番は、荒町２丁目地内の農地２筆、１，７９２㎡を売買により取得し、診療所兼

住宅１棟及び駐車場の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり

約〇万〇，〇〇〇円であります。場所につきましては、三条市消防本部北側２００ｍ付

近で、都市計画用途地域の第１種低層住居専用地域内にあることから、農用地区分は第

３種農地と判断されます。

続きまして、８３番は曲渕３丁目地内の農地４筆、３，９９６㎡を売買により取得し、

既存雑種地４．２０㎡と一体利用し、宅地分譲地１６区画、道路、ごみ置き場及び公園

の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万〇，〇〇〇円

であります。場所につきましては、月岡小学校北東５００ｍ付近で、都市計画用途地域

の第１種低層住居専用地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

次の８４番、８５番及び８６番につきましては、本年７月の総会におきまして、農振

農用地からの除外についてやむを得ないものとして認めた案件であります。

８４番は、柳川新田地内の農地２筆、３７９㎡を使用貸借権の設定により住宅１棟及

び駐車場の用地として利用したいものです。場所につきましては、旭小学校北西５００

ｍ付近で、住宅、業務施設等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は

第３種農地と判断されます。

８５番は、西本成寺地内の農地２筆、１５８㎡を売買により取得し、次の８６番で同

時申請されております西側隣接地３４１㎡と一体利用し、来客及び社員用駐車場等の用

地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇万〇，〇〇〇円であ

ります。場所につきましては、下新田集会所東側３００ｍ付近で、既存敷地の２分の１

以内の面積で既存施設の拡張を行うもので、農用地区分は第１種農地と判断されます。

８６番は、西本成寺地内の農地１筆、３４１㎡を賃貸借権の設定により８５番で同時

申請されております東側隣接地１５８㎡と一体利用し、来客及び社員用駐車場等の用地

として利用したいものです。場所につきまして、同じく下新田集会所東側３００ｍ付近

で、既存敷地の２分の１以内の面積で既存施設の拡張を行うもので、農用地区分は第１

種農地と判断されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）
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ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長代理の調査結果を報告をお願いいた

します。

１８番、内山清委員。

第３調査部会長代理（１８番内山 清委員）

それでは、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』は、合計件数１４件、面積１万２，６２７㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳

細説明を受け、いずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたし

ました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただい

ま調査部会長代理の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第７号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第７号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につい

て』ご説明いたします。

議案の１８５ページをお願いいたします。農業振興地域整備計画の農用地利用計画変

更に係る三条市長からの当農業委員会に対する意見照会につきましては、農振農用地区

域からの除外、いわゆる重要変更と農振農用地区域内に農作業場等の農業用施設を整備

する、いわゆる軽微変更について、従来でありますと、毎年１月と７月の２回、あわせ

て意見照会があったところでございますが、このうち軽微変更につきましては、本年１

２月から申請があった場合は申請者の利便を図るため、原則として毎月意見照会をさせ

ていただくことになったと担当の農林課から説明があったところでございます。

そこで、今回意見照会のありました三条地区の軽微変更１件についてご審議をお願い
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するものであります。

申請者は、本間悦男さんであります。位置につきましては、１８６ページになります

が、変更（案）箇所詳細図をごらんいただきたいと思います。申請土地は、東本成寺１

２５０―１番地、地目は田、面積２４２㎡で、土地改良事業完了後、８年以上経過して

おります。申請者は、本成寺地域で農業を営んでおります。申請者所有の農業用施設用

地とその南側の土地を一体利用し、農業用施設を建築するものです。施設の概要は、農

機具格納庫１棟であります。

以上、１件でございます。ご審議の上、意見決定賜りますようお願いいたします。

以上でございます。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑の前に調査部会長代理の調査結果を報告願います。

１８番、内山清委員。

第３調査部会長代理（１８番内山 清委員）

議第７号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見について』は、三

条地区における軽微変更１件、面積２４２㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説

明を受け、変更やむを得ないものと認めるという意見であります。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第７号につきましては、ただい

ま調査部会長代理の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないということで、変更やむを得ないものと認めることで答申いたし

ます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第８号『農地の競売（買受）適格者証明願いについて』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第８号『農地の競売（買受）適格者証明願いについて』ご説明をいたし

ます。

議案の１８７ページをごらん願いたいと思います。今月の申請は１件であります。こ
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の議案につきましては、本年５月以降、初めてでございますので、適格者証明願いにつ

いて簡単ではございますが、ご説明申し上げたいと思います。

通常の不動産の競売、これ公売も含みますが、この場合は買い受け申し出人のうち、

最も高い価格を提示した買い受け申し出人が買い受ける、つまり落札することになりま

すが、農地の競売の場合、落札者が決まってもその者が農地法に規定する許可を受けな

ければ土地を取得することができません。例えば落札者が落札した農地について、農地

法第３条の許可を受けようとした場合は、取得後の全ての農地を利用すること、機械、

労働力、技術、下限面積を超えていることなどの許可要件を全て満たしていなければ不

許可となり、当該農地を取得することができず、競売をやり直すといった不都合が生じ

ることになります。

そこで、農地法上の農地権利取得の資格の有無をあらかじめ確認するため、競売、公

売に参加するためには農業委員会による証明が必要になります。地目が田や畑などの農

地の競売に参加する場合は、入札に参加するに当たり、買い受け適格者証明書を競売を

行う先に提示をしなければなりません。

それでは、議案をご説明申し上げます。事件番号は、平成２７年（ケ）第２２号、競

売となる農地は下大浦地内の農地１筆、１，０２１㎡で、農振農用地であります。競売

入札期間は、平成２８年１月８日から平成２８年１月１８日であります。特別売却期間

は、平成２８年１月２５日から平成２８年２月１日で、売却基準価格は８１万円、買い

受け可能価額は６４万８，０００円であります。債権者は１名で、新潟市の新潟県信用

保証協会であります。場所につきましては、下田浄化センター東側１００ｍ付近であり

ます。競売願い出者は１名で、農業を営む方で経営規模拡大を図るため願い出されたも

のであります。

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長代理の調査結果を報告願います。

１８番、内山清委員。

第３調査部会長代理（１８番内山 清委員）

議第８号『農地の競売（買受）適格者証明願いについて』は、件数１件、願い出者１

名の申請について、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、証明願い出者の経

営面積や機械、労働力、技術、下限面積など許可要件を全て満たしており、適格者証明

願いは適当と判断いたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。
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ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第８号につきましては、ただい

ま調査部会長代理の調査結果報告のとおり適格者として証明を与えることにご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、適格者証明書の交付を受けた者が最高競落人となり、農地法第３条申請書を提

出された場合、証明書の交付時と事情が異なっていると認めた場合を除き、許可相当と

することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

第３調査部会長代理は、自席へお戻りください。どうもご苦労さまでした。

議長（野﨑会長）

以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告をいただいておりますので、省略

をいたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、報第２号から報第７号まで、続けて事務局より報告をお願いします。

事務局（堀事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中でご質問がございましたらご発言をいただきたいと思います。

ご発言がないようですので、報告事項を終わります。

議長（野﨑会長）

来月の調査部会開催案内をお願いいたします。

第２調査部会長、２１番、阿部新一郎委員。

第２調査部会長（２１番阿部新一郎委員）

来月は、第２調査部会の当番でございます。１月の２５日午前９時から厚生会館第２

集会室で会議を開催します。関係委員は、出席をお願いいたします。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

なお、来月の総会は２９日午後３時を予定しております。
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なお、総会終了後、午後６時から新年会を開催しますので、ご出席のほどよろしくお

願い申し上げます。

それでは、長時間にわたってご審議いただきまして、ありがとうございました。

以上をもちまして定例総会を閉会いたします。

午後４時４０分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名捺印する。
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